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やさしさと笑顔で共に支え合う 心ゆたかなまちづくり 

～共生社会の実現にむけて～ 

本市では、平成３０年３月に「第３次光市障害

者福祉基本計画及び第５期光市障害福祉計画」を

策定し、基本理念で掲げた「やさしさと笑顔で共

に支え合う 心ゆたかなまちづくり～共生社会

の実現に向けて～」を具現化するため、地域生活

支援拠点の整備や相談支援体制の充実、また、福

祉、保健、教育、雇用、生活環境の整備など、障

害者福祉施策のさまざまな分野にわたって包括

的な取組を推進してまいりました。 

 近年の新型コロナウイルス感染症は、社会や経

済に大きな影響を与えており、障害のある人が地域で自立した生活を送るため

には、公的なサービスの充実に加え、地域のあらゆる住民が役割を持ち、多様

性を認め、地域全体で支え合う「地域共生社会」の実現がより一層求められま

す。 

 こうした中、本市におきましては、引き続き、市と市民、地域の関係団体、

事業所等の連携・協働により、障害福祉施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、第３次光市障害者福祉基本計画の改定及び第６期光市障害福祉計画の策定

をいたしました。感染症の拡大や新しい生活様式の普及などにより、障害福祉

を取り巻く環境も大きく変化しておりますが、障害のある人、障害のない人が、

お互いに理解しながら、また、お互いを尊重しながら、住み慣れた地域で安心

して生活できるよう計画に掲げた施策を着実に進めてまいりますので、市民の

皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました市

議会や光市地域自立支援協議会の委員の皆様をはじめ、各調査にご協力をいた

だきました市民、障害福祉事業所、総合支援学校等の皆様に対し、心からお礼

申し上げます。 

令和３年３月 

光市長 
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